
                       
令 和 5 年 8 月 31 日 

震 災 伝 承 ﾈｯ ﾄ ﾜ ｰ ｸ協 議 会 

 

  ”教訓が、いのちを救う” 

「震災伝承施設」追加登録について 

 ～今回 24 件が登録され、総数は 341 件に～ 
 

「震災伝承施設」は、申請に基づき震災伝承ネットワーク協議会※が登録を

行っております。 

この度、第 11 回震災伝承ネットワーク協議会において、24 件の「震災伝承

施設」の追加登録が決定され、登録総数は 341 件になりましたのでお知らせ

致します。 

新たに加わった「震災伝承施設」とともに、震災を風化させず、後世に伝え

続けていく取り組みを進めてまいります。 

※震災伝承ネットワーク協議会(構成機関：東北地方整備局､青森県､岩手県､宮城県､福島県､仙台市､復興庁) 
 
 

◎登録施設リストと位置図は、下記 URL からご覧になれます。 
http://www.thr.mlit.go.jp/shinsaidensho/sisetsu.html 
 

◎登録要綱と申請用紙は、下記 URL から入手できます。 
http://www.thr.mlit.go.jp/shinsaidensho/youkou.html 
 

◎第 11 回震災伝承ネットワーク協議会の資料は、下記 URL からご覧になれます。 
https://www.thr.mlit.go.jp/shinsaidensho/network.html 

 
＜添付資料＞ 

別紙１ 「震災伝承施設」追加登録一覧 

別紙２ 「震災伝承施設」の登録状況 

別紙３  震災伝承施設の募集と分類について 
 

【発表記者会】 

青森県政記者会、岩手県政記者クラブ、宮城県政記者会、福島県政記者クラブ、 

東北電力記者会、東北建設専門紙記者会 

 

 

【 問合せ先 】 

震災伝承ネットワーク協議会事務局（国土交通省東北地方整備局企画部） 
とのさき    たかひろ 

震災伝承推進官   外崎 高広（内線3119） 
                            いしい    ひろゆき 

広域計画課長   石井 宏幸（内線3211） 
 

代表電話：022-225-2171 



令和5年8月31日時点

名称 所在地 備考

命のらせん階段（旧阿部家住宅） 宮城県気仙沼市内の脇２丁目１３３－1 宮城　第1-039号の分類変更

はなはなプロジェクト　浪分櫻第１号
宮城県仙台市若林区荒井東一丁目9地内（地下鉄
東西線荒井駅　南側ロータリー内）

はなはなプロジェクト　浪分櫻第２号 宮城県石巻市日和が丘二丁目

はなはなプロジェクト　浪分櫻第３号 宮城県石巻市渡波字大森30-2

はなはなプロジェクト　浪分櫻第４号 宮城県石巻市北上町十三浜猪の沢４４番地１

はなはなプロジェクト　浪分櫻第７号 宮城県気仙沼市三ノ浜（三ノ浜転回場内）

はなはなプロジェクト　浪分櫻第８号 宮城県名取市美田園8-52（美田園中央公園内）

はなはなプロジェクト　浪分櫻第９号 宮城県多賀城市中央2丁目7-1（北口ロータリー）

はなはなプロジェクト　浪分櫻第１０号 宮城県岩沼市里の杜3丁目20-2

はなはなプロジェクト　浪分櫻第１１号 宮城県東松島市野蒜字後沢

はなはなプロジェクト　浪分櫻第１３号 宮城県宮城郡七ヶ浜町代ヶ崎浜八ヶ森

はなはなプロジェクト　浪分櫻第１４号 宮城県牡鹿郡女川町女川1丁目1-1

はなはなプロジェクト　安寧櫻第１号 宮城県仙台市青葉区青葉山無番地

はなはなプロジェクト　安寧櫻第２号 宮城県石巻市中央二丁目11番21

はなはなプロジェクト　安寧櫻第３号 宮城県石巻市大原浜字町44

はなはなプロジェクト　安寧櫻第４号 宮城県石巻市雄勝町雄勝字伊勢畑２－４

はなはなプロジェクト　安寧櫻第５号 宮城県多賀城市大代6丁目3　東地区運動広場

はなはなプロジェクト　安寧櫻第７号 宮城県宮城郡松島町松島犬田 地内

はなはなプロジェクト　安寧櫻第８号 宮城県宮城郡松島町幡谷字泉ケ原

はなはなプロジェクト　浪分櫻第５号 宮城県石巻市北上町十三浜字小田93－4

はなはなプロジェクト　浪分櫻第６号 宮城県塩竈市一森山

はなはなプロジェクト　浪分櫻第１２号 宮城県宮城郡松島町松島字町内５６番地

はなはなプロジェクト　浪分櫻第１５号 宮城県本吉郡南三陸町戸倉字宇津野５０番地１

はなはなプロジェクト　浪分櫻第１６号
宮城県本吉郡南三陸町志津川字新井田１６６番地
１

はなはなプロジェクト　安寧櫻第６号 宮城県岩沼市玉浦西2丁目7-2

命のらせん階段（旧阿部家住宅） 宮城県気仙沼市内の脇2丁目133-1 欠番

「震災伝承施設」追加登録一覧

宮城　第3-030号

　第1分類

　第3分類

宮城県 施設番号

宮城　第2-050号

宮城　第2-051号

宮城　第2-052号

宮城　第2-053号

宮城　第2-048号

宮城　第1-078号

宮城　第1-082号

宮城　第1-077号

宮城　第1-080号

宮城　第1-081号

宮城　第1-079号

宮城　第2-049号

宮城　第1-039号

　第2分類

宮城　第2-036号

宮城　第2-037号

宮城　第2-038号

宮城　第2-039号

宮城　第2-040号

宮城　第2-041号

宮城　第2-042号

宮城　第2-043号

宮城　第2-044号

宮城　第2-045号

宮城　第2-046号

宮城　第2-047号

別紙１



「震災伝承施設」の登録状況

■登録状況

施設数
（件）

分類の内訳

第３分類 第２分類 第１分類

青森県内 11  【±0】 1 【±0】 5   【±0】 5 【±0】

岩手県内 126 【+0】 22  【±0】 34   【±0】 70   【±0】

宮城県内 161 【+24】 30  【+1】 53 【+18】 78   【+5】
（うち仙台市） （24） 【+2】 （4） 【±0】 （10） 【+2】 （10） 【±0】
福島県内 43 【+0】 13  【±0】 25   【±0】 5   【±0】
合計 341 【+24】 66  【+1】 117  【+18】 158   【+5】

令和５年８月３１日時点

【 】内：令和５年１月３１日時点からの差
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震災伝承施設の募集と分類について

震災伝承施設は、自薦や他薦も含め公募により募集する。

震災伝承施設は、震災遺構、震災復興伝承館、祈念碑や慰霊碑等、東日本大震災から得られた実情と教訓を伝承する
施設を対象とする。

募集する震災伝承施設は、下記の項目のいずれか一つ
以上に該当すること。

（1） 災害の教訓が理解できるもの

（2） 災害時の防災に貢献できるもの

（3） 災害の恐怖や自然の畏怖(いふ)を理解できるもの

（4） 災害における歴史的・学術的価値があるもの

（5） その他（災害の実情や教訓の伝承と認められるもの）

震災伝承施設の募集にあたっては、設置状況等の下記
の内容を把握する。
①十分な容量の駐車場スペース等の有無

②展示内容の多言語化、または、ビデオ映像上映の有
無
③展示物や展示内容に係る案内人、語り部活動の有無

【その他の確認内容】
・継続的な施設管理の確認（公共、民間を問わず）
・トイレや休憩スペースの有無
・その他（上記以外の特筆すべき要件）

震災伝承施設の募集

募集項目 施設等の状況

第１分類 第２分類 第３分類

募集した施設の分類
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＜「震災伝承施設」の分類の考え方＞

分類
施設の特性

震災伝承 訪問しやすさ 理解しやすさ

第1分類 ○

第2分類 ○ ○

第3分類 ○ ○ ○

＜「震災伝承施設」の特性＞

施設の特性 概要

震災伝承 募集項目（1）～（5）のいずれかに該当

訪問しやすさ
施設等の状況の①に該当し、駐車場を
有するか、公共交通機関等の利便性の
高い施設であること

理解しやすさ 施設等の状況の②かつ、③に該当


